
第

三

号

令

和

元

年

五

月

十

四

日

(

火
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

商
業
・
金
融
課)

九
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

出
納
管
理
課)

九

告

示

○
肥
料
の
登
録

(

農
産
園
芸
課)

一
〇

○
肥
料
の
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出

(

同

)

一
〇

○
肥
料
の
登
録
の
失
効

(

同

)

一
一

○
道
路
の
区
域
変
更

(
道
路
維
持
課)

一
一

公

示

○
基
本
測
量
の
実
施

(

用

地

課)

一
二

○
公
共
測
量
の
実
施

(

同

)

一
二

○
公
共
測
量
の
終
了

(

同

)

一
二

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

(

都
市
政
策
課)
一
三

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

図

書

館)

一
四

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

(

西
濃
農
林
事
務
所)

一
四

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

恵
那
農
林
事
務
所)

一
五

正

誤

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
中
訂
正

(

下
呂
農
林
事
務
所)

一
六

規

則

岐
阜
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
五
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
一
号

岐
阜
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則(

昭
和
四
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
五
十
一
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
利
率(

年
利)

の
欄
中｢

〇
・
五
パ
ー
セ
ン
ト｣

を｢

〇
・
四
五
パ
ー
セ
ン
ト｣

に
改
め
、
同

表
十
八
の
項
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の

施
行
の
日
以
後
に
貸
付
け
を
決
定
す
る
貸
付
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
貸
付
け
の
決
定
を
し

た
貸
付
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
五
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
号

( ) 令和元年５月14日 岐 阜 県 公 報 第 ３ 号９

○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
元
年
五
月
十
四
日



岐
阜
県
第

九
二
二
号

岐
阜
県
第

九
二
一
号

登
録
番
号

混
合
石
灰
肥

料 加
工
家
き
ん

ふ
ん
肥
料

肥
料
の
種
類

苦
土
マ
ン
ガ

ン
ほ
う
素
混

合
肥
料

鶏
糞
殺
菌
ペ

レ
ッ
ト

肥
料
の
名
称

ア
ル
カ
リ
分

四
九
・
〇

く
溶
性
苦
土

九
・
〇

く
溶
性
マ
ン

ガ
ン〇

・
七
〇

く
溶
性
ほ
う

窒
素
全
量

三
・
五

り
ん
酸
全
量

三
・
〇

加
里
全
量

二
・
〇

保
証
成
分
量

(

％)

公
定
規

格
の
と

お
り

公
定
規

格
の
と

お
り

そ
の
他

の
規
格

清
水
工
業
株
式
会
社

大
垣
市
赤
坂
東
町
二
番

地
の
一

株
式
会
社
ク
レ
ス
ト

愛
知
県
小
牧
市
大
字
大

草
五
九
九
五
番
地

生
産
業
者
の
氏
名
又
は

名
称
及
び
住
所

岐
阜
県
第

八
八
九
号

岐
阜
県
第

八
八
八
号

岐
阜
県
第

八
八
七
号

岐
阜
県
第

八
八
一
号

登
録
番
号

岐
阜
県
第

九
二
三
号

炭
酸
カ
ル
シ

ウ
ム
肥
料

消
石
灰

消
石
灰

加
工
家
き
ん

ふ
ん
肥
料

肥
料
の
種
類

炭
酸
カ
ル
シ

ウ
ム
肥
料

苦
土
炭
酸
石

灰 七
二
顆
粒
消

石
灰

七
〇
消
石
灰

レ
ア
・
ゴ
ー

ル
ド

肥
料
の
名
称

い
な
ほ
粒
状

苦
土
石
灰

ア
ル
カ
リ
分

五
五
・
〇

可
溶
性
苦
土

ア
ル
カ
リ
分

七
二
・
〇

ア
ル
カ
リ
分

七
〇
・
〇

窒
素
全
量

二
・
五

り
ん
酸
全
量

二
・
五

加
里
全
量

一
・
〇

保
証
成
分
量

(

％)

ア
ル
カ
リ
分

五
三
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
五
・
〇

素
〇
・
三
五

公
定
規

格
の
と

お
り

公
定
規

格
の
と

お
り

そ
の
他

の
規
格

公
定
規

格
の
と

お
り

関
菱
化
学
株
式
会
社

茨
城
県
土
浦
市
右
籾
字

宮
塚
三
〇
四
一
番
地
の

関
菱
化
学
株
式
会
社

茨
城
県
土
浦
市
右
籾
字

宮
塚
三
〇
四
一
番
地
の

二 関
菱
化
学
株
式
会
社

茨
城
県
土
浦
市
右
籾
字

宮
塚
三
〇
四
一
番
地
の

二 イ
セ
フ
ァ
ー
ム
東
北
株

式
会
社

宮
城
県
加
美
郡
色
麻
町

黒
沢
字
切
付
七
番
地
の

一
〇

生
産
業
者
の
氏
名
又
は

名
称
及
び
住
所

い
な
ほ
化
工
株
式
会
社

富
山
県
高
岡
市
駅
南
四

丁
目
八
番
六
号

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
上
欄
中｢

、
地
域
福
祉
課｣

を
削
り
、
同
表
地
域
福
祉
課
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
六
号

肥
料
取
締
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
肥
料

を
登
録
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
七
号

肥
料
取
締
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号)

第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
肥

料
の
登
録
事
項
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

第 ３ 号 岐 阜 県 公 報 令和元年５月14日 ( )10



岐
阜
県

第
九
二

一
号

登

録

番

号

岐
阜
県
第

八
九
〇
号

加
工
家
き

ん
ふ
ん
肥

料 肥
料
の

種

類

炭
酸
カ
ル
シ

ウ
ム
肥
料

殺
菌
鶏
糞
ペ

レ
ッ
ト

肥
料
の
名
称

粒
状
苦
土
炭

酸
石
灰

株
式
会
社
ク
レ
ス

ト愛
知
県
小
牧
市
大

字
大
草
五
九
九
五

番
地

生
産
業
者
の
氏
名

又
は
名
称
及
び
住

所

ア
ル
カ
リ
分

五
五
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
六
・
〇

内
く
溶
性
苦

土
一
一
・
〇

一
六
・
〇

内
く
溶
性
苦

土
一
一
・
〇

肥
料
の
名
称

殺
菌
鶏
糞
ペ
レ
ッ

ト

新

変
更
の
あ
っ
た
事
項

公
定
規

格
の
と

お
り

関
菱
化
学
株
式
会
社

茨
城
県
土
浦
市
右
籾
字

宮
塚
三
〇
四
一
番
地
の

二 二

肥
料
の
名
称

鶏
糞
殺
菌
ペ
レ
ッ

ト

旧

県
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

山

東

本

巣
線

路
線
名

高

山

清

見
線

路
線
名

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
外
津
汲
字

白
倉
一
九
八
七
番
二
地
先
か

ら同

郡
同

町
同

字

同

一
九
八
四
番
二
地
先
ま

で
区

間

高
山
市
清
見
町
藤
瀬
二
〇
七

六
番
七
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

二
〇
七

六
番
六
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別 後 前 区

域
変
更
前
後
別��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

備

考

岐
阜
県
告
示
第
八
号

肥
料
取
締
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号)
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
肥
料
の
登

録
が
失
効
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
元
年
五
月
十
四
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
五
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
十
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
元
年
五
月
十
四
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
揖
斐
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
五
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

( ) 令和元年５月14日 岐 阜 県 公 報 第 ３ 号11



公

示

○
基
本
測
量
の
実
施

測
量
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省

国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
元
年
五
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
国
土
地
理
院

二

作
業
種
類

基
本
測
量(

一
等
磁
気
測
量
、
航
空
重
力
測
量)

三

作
業
期
間

令
和
元
年
五
月
七
日
か
ら

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

作
業
地
域

岐
阜
県

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
海
津
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

海
津
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

数
値
図
化
修
正)

三

作
業
期
間

平
成
三
十
一
年
四
月
十
九
日
か
ら

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

四

作
業
地
域

海
津
市

○
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
岐
阜
県
知
事
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

岐
阜
県

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

航
空
レ
ー
ザ
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
三
十
年
七
月
二
十
五
日
か
ら

平
成
三
十
一
年
三
月
十
九
日
ま
で

四

作
業
地
域

高
山
市
、
大
野
郡
白
川
村

○
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
飛�
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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一

作
業
機
関

飛�
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量(
修
正
数
値
図
化)

三

作
業
期
間

平
成
三
十
年
五
月
三
十
日
か
ら

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
日
ま
で

四

作
業
地
域

飛�
市

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

瑞
浪
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
瑞
浪
市
釜
戸
町
の
一
部(

釜
戸
７)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
六
年
度
か
ら
平
成
二
十
八
年
度
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
瑞
浪
市(

釜
戸
町
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
瑞
浪
市(

釜
戸
町
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
元
年
五
月
十
四
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

飛�
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
飛�
市
古
川
町
信
包
の
一
部(

信
包
Ⅰ)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
五
年
度
か
ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
飛�
市(

古
川
町
信
包
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
飛�
市(

古
川
町
信
包
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
元
年
五
月
十
四
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

飛�
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
飛�
市
古
川
町
黒
内
の
一
部(

黒
内
Ⅵ)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
五
年
度
か
ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
飛�
市(
古
川
町
黒
内
の
一
部)

の
地
籍
図
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五

三

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

平
成
三
一
・

四
・
二
五

認

可

年

月

日

岐
阜
県
飛�
市(

古
川
町
黒
内
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
元
年
五
月
十
四
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

飛�
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
飛�
市
宮
川
町
大
無
雁
の
一
部(

大
無
雁
・
落
合
Ⅲ)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
六
年
度
か
ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
飛�
市(

宮
川
町
大
無
雁
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
飛�
市(

宮
川
町
大
無
雁
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
元
年
五
月
十
四
日

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量
岐
阜
県
図
書
館
図
書
購
入
業
務
に
係
る
基
本
契
約
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
31年
２
月
８
日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
31年
３
月
22日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
市
坂
井
町
二
丁
目
４
番
地

岐
阜
県
書
店
商
業
組
合

代
表
理
事
木
野
村
匡

６
落
札
金
額

998円
(本
体
価
格
1,000円

(消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
加
算
し
て
い
な

い
額
)
の
図
書
に
対
す
る
額
(消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
加
算
し
て
い
な
い

額
))

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
図
書
館
企
画
課
資
料
係

�
所
在
地
岐
阜
市
宇
佐
四
丁
目
２
番
１
号

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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養

老

町

大

場

新

田

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

養

老

町

小

坪

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

穂

積

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

平
成
三
一
・

四
・
二
五

認

可

年

月

日

平
成
三
一
・

四
・
二
五

認

可

年

月

日

平
成
三
一
・

四
・
二
五

認

可

年

月

日

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

中
津
川
市

西
部
土
地

改
良
区

平
成
��･�･��
理
事

後

藤

展

子

中
津
川
市
駒
場

一
一
一
番
地

同

三

宅

茂

男

同

二
九
〇
番
地
の
一

同

加

藤

修

中
津
川
市
茄
子
川

九
〇
〇
番
地

同

垣

内�
夫

同

駒
場
一
五
五
七
番
地
の
一
八
〇

同

伊

藤

勇

同

一
六
六
六
番
地
の
一
八
九
二

同

神

谷

助

明

同

一
六
六
六
番
地
の
一
六
三

同

滝

川

光

晴

中
津
川
市
千
旦
林
一
五
九
八
番
地
の
七
五

同

市

川

進

同

二
八
四
番
地

同

岩

塚

靖

同

九
四
三
番
地
の
一

同

荻

野

順

生

同

一
五
六
三
番
地
の
一
〇
一

同

西

林

春

樹

同

一
五
三
八
番
地
の
六
三

同

小

林

健

二

同

一
六
一
七
番
地
の
七
〇

同

森

崎

安

春

同

一
〇
〇
四
番
地
の
一

監
事

鈴

木

弘

中
津
川
市
駒
場

一
五
五
七
番
地
の
一
三

同

穗

波

信

行

同

二
一
三
九
番
地
の
二

同

浅

野

一

弘

中
津
川
市
千
旦
林

一
五
六
三
番
地
の
六

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所
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中
津
川
市

西
部
土
地

改
良
区

平
成
��･�･��
理
事

篠

原

道

広

中
津
川
市
駒
場

一
五
二
六
番
地
の
一
三

同

鈴

木

陳

同

津
島
町

三
番
一
五
号

同

加

藤

修

中
津
川
市
茄
子
川

九
〇
〇
番
地

同

片

桐

俊

雄

同

駒
場

一
六
二
〇
番
地

同

穗

波

信

行

同

二
一
三
九
番
地
の
二

同

神

谷

助

明

同

一
六
六
六
番
地
の
一
六
三

同

黒

川

誠

治

中
津
川
市
駒
場
町

三
番
一
七
号

同

木

村

昭

壽

中
津
川
市
千
旦
林

八
九
七
番
地

同

梶

田

富

夫

同

一
三
九
五
番
地
の
一

同

日
下
部

浩

二

同

一
五
七
〇
番
地
の
一
五
二

同

森

崎

安

春

同

一
〇
〇
四
番
地
の
一

同

西

林

春

樹

同

一
五
三
八
番
地
の
六
三

同

根

尾

隆

同

二
二
一
九
番
地
の
二

監
事

垣

内�
夫

中
津
川
市
駒
場
一
五
五
七
番
地
の
一
八
〇

同

渡

邉

葉

一

同

一
六
六
六
番
地
の
三
三
六
一

同

林

雄

次

中
津
川
市
千
旦
林

一
五
八
二
番
地
の
一

○
正

誤

(

原
稿
誤
り)

平
成
三
十
一
年
四
月
十
二
日
第
三
千
三
十
九
号

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
二
二
五
頁
上

段
後
か
ら
四
行
目
中｢

監
事｣

は｢

同｣

の
、
同
段
後
か
ら
三
行
目
中｢

同

可

児

政

秋｣

は｢

監
事

可

児

政

秋｣

の
誤
り
。
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令
和
元
年
五
月
十
四
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


